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温対法に基づく事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会（第５回） 

議事録 

 

日時：平成22年11月29日（月曜日）17:30～18:30 

場所：経済産業省別館10階1012会議室 

議題 

１．国内認証排出削減量の事業者別排出係数への反映について 

２．その他 

○吉川室長 

それでは定刻になりましたので、ただいまから温対法に基づく事業者別排出係数の算出

方法等に係る検討会の第５回目の会合を開催させていただきます。以後の議事を山地座長

お願いいたします。 

○山地座長 

夜分の会議にもかかわらず、ご出席いただきありがとうございます。 

 以前の検討会で、たしか京都メカニズムクレジットの排出係数への反映というのを行い

ましたが、今回は国内認証排出削減量の係数への反映ということが主たる議題でございま

すので、ご審議お願いしたいと思います。時間も限られていますから、議事進行を始めた

いと思います。まず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○吉川室長 

それでは資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。まず頭に座

席表がございます。その次に議事次第がございます。その後ろに資料が１、２、３、４、

参考資料とございます。資料１が当検討会の委員名簿、資料２が「国内認証排出削減量の

事業者別排出係数への反映について」、事務局の資料。資料３が「太陽光発電の余剰買取制

度の導入に伴う排出係数の調整方法に関する論点について」。資料４、「今後のスケジュー

ル」。参考資料といたしまして、「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出

及び公表について」の資料でございます。過不足ございましたらご連絡いただければと思

います。大丈夫でございましょうか。 

○山地座長 

資料はよろしいでしょうか。 

 それでは早速議事の中身に入っていきたいと思いますけれども。まず資料２を使って、
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「国内認証排出削減量の事業者別排出係数への反映について（案）」について説明をいただ

きたいと思います。これも田上さんですか、よろしくお願いいたします。 

○田上課長補佐 

それでは、お手元にお配りしております資料２、「国内認証排出削減量の事業者別排出係

数への反映について」という資料の方をご覧いただければと思います。 

 まず２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらの委員の先生方にしてみれば、

釈迦に説法かと思いますが、算定・報告制度の概要でございます。これは平成１７年に改

正されました温対法に基づきまして、温室効果ガスを一定量排出される方、これを特定排

出者といっておりますが、具体的にはここの左下に書いておりますけれども、年間のエネ

ルギー使用量が原油換算で１,５００キロリットル以上の事業者さんに対しまして、温室効

果ガスの排出量を算定し、国に報告するということを義務づけております。国はその報告

されたデータを集計し公表すると。これを合わせまして、算定・報告・公表制度と呼んで

おります。平成２０年の温対法の改正によりまして、京都メカニズムクレジットや国内認

証排出削減量を反映した、調整後の温室効果ガス排出量を報告事項に追加したところでご

ざいます。 

 １ページおめくりいただきまして、事業者排出係数の位置づけでございますが、こちら

は特定排出者が使用した電気の使用に伴いますＣＯ２排出量の算定に当たりましては、経

済産業大臣と環境大臣が公表いたします、一般電気事業者とＰＰＳの排出係数を用いるこ

ととされております。環境大臣と経済産業大臣が係数を公表するに当たりましては、その

排出係数及び排出係数を算出するために必要となった情報を事業者さんから収集いたしま

して、その内容を確認するということになっております。 

 公表のほうは、下のほうに官報告示などで公表するという形になっておりまして、２０

０８年度の事業者別排出係数の方は４ページ、５ページ目のほうに掲載をさせていただい

ております。 

 最近年末の方に公表するようになっておりますが、今年もできるだけ早く、もう１１月

の末でございますけれども、できれば年内にはと思っております。 

 ４ページ、５ページ目でございますが、こちらは電気事業者別の排出係数、２００８年

度の実績でございます。４ページ目が実排出係数で、５ページが調整後排出係数、京都メ

カニズムクレジットを控除した排出係数でございます。２００８年度の係数は、非常に多

くの事業者さんの方を記載しておりますが、前回の通達改正時にデフォルト値、０．５５
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５を上回る、いわゆる悪い事業者さんについても、京都メカニズムクレジットなどで調整

後排出係数という形で事業者の努力が適正に反映されるということができるようになりま

したので、すべての事業者さんに対して排出係数のほうを公表するようになったところで

ございます。 

 それで、これまでは調整後排出係数への反映につきましては、京都メカニズムクレジッ

トのみ、とになっておりましたが、制度的には国内認証排出削減量というのも可能となっ

ております。 

 ６ページ目のほうをご覧いただければと思います。先ほど申し上げました、２１年の４

月に施行された温対法に基づきまして、京都メカニズムクレジットと同様に事業者が行う、

ほかの者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取り組み、いわゆる国内認証排出削減

量に関するものが規定されたところでございます。 

 これは具体的に何かというところが、なかなか決まらなかったところでございまして、

平成２２年の３月３１日付の経済産業省と環境省の共同告示によりまして、具体的に国内

認証排出削減量というのは１号で国内クレジット制度、２号でオフセット・クレジット制

度というのが規定されております。 

 ３号は今後ほかにも認証排出削減量として認められる制度が出てくる可能性もあります

ので、環境大臣と経済産業大臣が認めるものと書いておりますが、具体的にここで３号で

規定されているものは、今のところございません。 

 ７ページをご覧いただければと思います。それでは、国内認証排出削減量の中の国内ク

レジット制度というのは一体何なのかというところでございますが、こちらの７ページ以

降でございます。国内クレジット制度というのは、大企業……、こちらは自主行動計画の

参加、非参加を問わずですが、技術や資金の提供を通じまして、中小企業、こちらは自主

行動計画に参加していらっしゃらない事業者さんが行った温室効果ガスの排出削減量を認

証し、自主行動計画や試行排出量取引スキーム、さらには温対法の調整後排出量の報告や、

省エネ法の共同省エネ事業などの目標達成のために活用できる制度でございまして、平成

２０年の１０月に開始された政府全体の取り組みでございます。 

 こちらは中小企業のみならず、森林や、森林バイオマスとか民生、運輸など幅広く対象

としておりまして、なかなかＣＤＭというのが、国外へ資金が出ていくという指摘もあり

まして、国内の排出削減を国内の資金でやるという、資金還流を促し、環境と経済の両立

を図るということを目的としております。 
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 この国内クレジット制度におきましては、民間の有識者から成る第三者の認証機関とし

て国内クレジット認証委員会、これは経済産業省と環境省と農水省が事務局をしておりま

すが、その委員会を設置し、その委員会の元で方法論の承認や、具体的な排出削減の量な

どの認証を行っているところでございます。 

 実績のところでございますが、８ページをご覧ください。これまで累計で５１８件の計

画が出されておりまして、これまでの削減見込み量は年間で２６万トン、２０１２年度ま

でに見込まれるトータルの削減量は１０８万トンにのぼる見込みでございます。 

 ９ページをご覧いただければと思います。もう１つの国内認証排出削減量として規定さ

れておりますのがオフセット・クレジット制度、Ｊ－ＶＥＲといわれるものでございます。

こちらは環境省さんの方がやられておりますが、カーボン・オフセットの仕組みを活用し

て、国内における温室効果ガスの排出削減・吸収を促進するため、国内で実施されるプロ

ジェクトによる削減吸収量をカーボン・オフセット用の市場流通型のクレジットとして認

証する制度を、平成２０年の１１月に開始しております。 

 実績につきましては１０ページのほうでご覧いただければと思います。プロジェクトの

件数は累計で４１件、そのうち２３件のプロジェクトでＪ－ＶＥＲの認証が行われており、

クレジット量としては２万７,０００トン強でございます。 

 それで、１１ページをちょっとご覧いただければと思いますが、国内認証排出削減量に

おきまして、系統電力の代替を行う方法論というのがございます。こちらの図を見ていた

だくとわかりますように、発電した電気がＣＯ２のクレジットと、実際の系統電力に流れ

ていくというのが分かれておりまして、こういった場合、クレジットと販売電気において、

削減量の価値が二重に使用されることになります。したがって、この削減量の価値の二重

使用を避けるために、何らかの措置を講じることが必要ではないかと考えております。 

 したがって、後でまた申し上げますが、この該当する方法論、オフセット・クレジット

における方法論の、小水力発電における系統電力の代替という方法論につきまして、この

方法論のものをどうするかというのが課題になるかと思います。 

 １２ページをご覧いただければと思います。先ほど申し上げましたように、排出係数と

いうのは、特定排出者の電気の使用に伴うＣＯ２排出量の算定の前提となるものですから、

厳格に確認されるべきであるというふうに考えております。したがって、制度の信頼性を

確保するという観点から、京都メカニズムと同様な厳格な算定ルールとか償却ルールとい

うのが定められているべきではないかと考えているところでございます。 
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 具体的にはここの表のとおりでございますが、例えばその排出削減の方法論などの認証

につきましては、国内クレジットでは国内クレジット認証委員会のほうで方法論を承認し

ておりますし、削減量についてもその委員会で認証しているところでございます。Ｊ－Ｖ

ＥＲ制度におきましても、認証の運営委員会で方法論のほうを策定し、その委員会のほう

で認証していると。あと、京都メカニズムクレジットでよくいわれる償却のルールも、こ

こでは排出量調整無効化というふうにいっておりますが、その償却のルールのほうも国内

クレジット、Ｊ－ＶＥＲ制度のほうもルールが整備されております。 

 私どもで係数の確認をするときに、その償却量が確認できるかどうかというところも、

きちんと確認できるような制度になっているところでございます。 

 制度間のダブルカウントにつきましても、国内クレジットのほうは国内クレジット、オ

フセット・クレジットともダブルカウントは防止されている状況でございます。 

 この排出係数の算定に当たりまして、削減量の価値の二重利用が生じる可能性があるか

というところにつきましては、国内クレジット制度の方は方法論が自家消費に限定されて

いることもありますので、生じることはないと考えておりますが、Ｊ－ＶＥＲ制度、先ほ

ど申し上げました方法論につきましては生じる可能性がありますので、この方法論につき

ましてどうするかというところが論点かと思っております。 

 最後は、この二重利用に当たる方法論につきましてはどうするかというところでござい

ますが、４番目の丸のところをご覧いただければと思います。二重利用を防ぐため、発電

した電力を系統に送電する取り組みにより削減された温室効果ガスの量を認証する可能性

のある方法論に基づいて算定、認証された温室効果ガスの量につきましては、当面調整後

二酸化炭素排出量の算定の対象から除くということではどうでしょうかというご提案の方

をさせていただきたいと思っております。 

 とりあえず今回の改正の概要の方は以上でございます。あとは具体的な通達の改正のほ

うをお話ししたいと思います。 

○坪口課長補佐 

続きまして参考資料に通知の改正案文がございます。こちらに従いまして、通知の改正

について確認をさせていただきたいと思っております。縦置き、横書きで見え消しになっ

ております「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について

（案）」という紙でございます。 

 今回の改正で変わるところをポイント的にご説明したいと思います。２ページでござい
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ます。下のほうに（５）調整後排出係数の算出方法ということで、こちらに実際に調整後

の排出係数で使用することができるクレジットが定まっているということになっておりま

す。京都メカニズムクレジットに加えまして、マーカーのところですが、「及び、排出量調

整無効化」で括弧飛びまして、「した国内認証排出削減量」、また括弧で飛びまして、「のう

ち、別紙７に掲げるもの」、括弧飛びまして、「を控除した量」ということになっています。 

 括弧の中につきましては、それぞれ排出量調整無効化の説明書き、並びに国内認証排出

削減量の説明書きになっております。念のため読み上げさせていただきますが、「排出量調

整無効化（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出

の抑制等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減量を移転ができない

状態にすることをいう。また、償却前移転と排出量調整無効化を併せて「償却前移転等」

という。以下同じ。）」ということでございます。 

 続きまして国内認証排出削減量につきましては、「（国内における他の者の温室効果ガス

の排出の抑制等に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境

大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。）」ということになっています。 

 ここで別紙７に掲げるものということで、別紙７に飛ぶわけですが、別紙の右上に別紙

７ということで書いてある紙がございます。この別紙の７で、「電気事業者の調整後二酸化

炭素排出量の算定に用いることができる京都メカニズムクレジット等について」というこ

とで定まってございます。この真ん中下部分、国内認証排出削減量につきまして、①国内

クレジット制度、②オフセット・クレジット制度がそれぞれ定まっているという改正でご

ざいます。 

 さらに先ほど説明がありました、電力系統に送電する方法論の部分につきまして、ただ

し書きが一番下のところにございますが、ここで除くということにしております。読み上

げますが、「ただし、発電した電力を系統に送電する取組により削減された温室効果ガスの

量を認証する可能性のある方法論（排出削減又は吸収の方法ごとに、適用する技術、適用

範囲、排出削減又は吸収量の算定や当該算定根拠に係る計測方法等を規定したもの）に基

づいて算定、認証された温室効果ガスの量を除く。」ということで、改正しております。 

 そのほか、様式を追加する関係で、また別綴じでございますが、国内認証排出削減量の

内訳をそれぞれ報告していただく様式、表９、表１０が追加になるという通知の改正内容

でございます。以上でございます。 

○山地座長 
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ありがとうございました。今、簡潔に説明していただきましたように、資料２の１１ペ

ージにある係数ですね。ダブルカウントの可能性があるもの。これを除いて、排出係数に

反映させましょうということでございます。事務局提案は。 

 今のご説明につきまして、委員の皆さんから質問、コメント等、ご意見をお伺いしたい

と思います。いかがでしょう。 

○鶴田委員 

別紙７の１９ページの一番下の、日本語で書いてあるのですけれども、ちょっとこの中

身がよく理解できなかったので、もう尐し具体的に説明していただけませんか。一番下の

ところです。 

○山地座長 

１９ページ、別紙７の１９となっているもの。一番下の４行ですね。 

○坪口課長補佐 

この方法論の中身のところ。 

○鶴田委員 

その方法論というのが何を言っているのですかね、これは。 

○坪口課長補佐 

 これはそのＪ－ＶＥＲに今ある方法論の説明書きということになってございまして、実

際に今これに該当する方法論というのは、Ｊ－ＶＥＲの小水力発電の方法論ということに

なります。 

○鶴田委員 

いや、その日本語は見ればわかるのですけれども、中身をもう尐し具体的に説明してく

ださいということです。 

○坪口課長補佐 

そのＪ－ＶＥＲの方法論ですか。 

○鶴田委員 

はい。 

○塚本室長補佐 

それでは私の方から、具体的な方法論についてご説明をさせていただきます。 

 この今回、自家消費だけではなくて、系統に流す電力についてもＣＯ２の削減量を認め

るという、その方法論でございますが、この資料２の１１ページでございます。こちらの
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上の方に書いておりますけれども、小水力発電による系統電力の代替という、Ｅ０１５と

いう方法論でございます。具体的に言いますと、小規模な水力発電によりまして、これは

化石燃料を使わないということでございますので、発電される電力の量に排出係数を乗じ

て排出の削減量を算出するというものでございます。 

 本方法論において、自家消費の部分と系統に流す部分につきましては、その環境価値を

削減クレジットとして発行するというような方法論になっております。 

 これにつきまして、今回、系統電力に流しているというところで、それについてどこが

削減の価値というものをカウントするかということが問題になっておりまして、今回事務

局の提案のほうでは、そこの部分ではカウントしないということになっているところでご

ざいます。具体的にこのようなケースが想定される方法論としては、Ｊ－ＶＥＲの小水力

発電による系統電力の代替という、この方法論１つのみでございます。以上でございます。 

○山地座長 

よろしいでしょうか。 

○鶴田委員 

いいです。 

○山地座長 

実際の電気の方でカウントする。はい、どうぞ、島田委員。 

○島田委員 

今ご説明のあったページで、今回は技術的課題が存在するので、クレジットを見込んで

調整することは見送るということだと理解しましたけれども、この技術的課題というのは

どんなことなのか説明お願いしてよろしいでしょうか。 

○坪口課長補佐 

１１ページの資料に絵があるわけでございますが、このクレジットがＡ電気事業者に行

くと。一方でこのＢ電気事業者に電気が行くということで、このクレジットと電気の関係

をきちんととらえることができるのかというところ。あとはそのクレジットをＡ電気事業

者が控除するというタイミングですが、これは無効化したときに控除するということにな

ってございます。一方でＢ電気事業者のこの電気というものは、まさに発電したときに使

われるということでございますので、このＡ電気事業者が控除するタイミングとＢ電気事

業者が実際にその電気を使うタイミングというところの、その期ずれの問題ということも

あるのかなというふうに思ってございます。 
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○山地座長 

よろしいですか。 

○島田委員 

はい。 

○山地座長 

森口委員。 

○森口委員 

先ほどからオフセット・クレジットの方の、小規模水力の話についてコメントが出てお

りましたが、私からは国内クレジット制度の方について確認の質問をさせていただきたい

と思います。国内クレジットの認証委員会の委員も務めております関係から、特に電力の

排出係数に関しましては、国内クレジット制度特有の算定方法を、この事業者別排出係数

という場があるにも関わらず、やや特例的なルールを運用しているところがありますので、

それとの整合性についての質問をさせていただきたいと思います。 

 資料２の１２ページにおきまして、国内クレジット制度については排出係数の算定に当

たり、削減量の価値の二重利用が生じる可能性があるかということについて、生じないと

断定的に書かれているわけですけれども、私の認識では必ずしも断定し切れない部分が残

るのではないかなというふうに考えております。と申しますのは、国内クレジット制度に

おきましては、限界電源、限界電力という考え方を取り入れておりまして、例えば、高効

率の照明を導入する等によって、電力の消費量が削減された場合に、その削減される電力

についてはいわゆる全電源排出係数ではなくて、限界電源、具体的には火力、一部の火力

という考え方でもって０.５５kg-CO2／kWhという数字を適用する。それと一部、さらに複雑

な計算式があるわけですけれども、そういう考え方をとっております。 

 そういう考え方に基づいて敷衍すると、電力の消費量が下がることによって、系統電力

の排出係数が微妙に変化する。削減された場合には、具体的には火力の発電量が減って、

排出係数が微妙に下がるという考え方をとっているわけです。 

 そうしますと、実排出係数そのものに対しても、国内クレジット制度の事業が影響を与

えることになりますので、実排出係数に影響を与えた上で、さらに調整をすることになる

と、一部やはり二重利用という考え方に該当する可能性があるのではないかなというふう

に思います。 

 そういった観点から、限界電源の考え方については、国内クレジット制度の中だけに限
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るようにということについて、これは電気事業連合会さんからもかなり強い意見をいただ

いていたと思います。そういった意見をいただいた背景にはこうした不整合が起きる可能

性があるということを懸念をされていたからかと思いますけれども、一方で国内クレジッ

ト制度を拡大する、普及するという観点から限界電源方式というのを取り入れたという経

緯もあったと思います。 

 結論として申し上げますと、今回の改正のように、国内クレジット制度で認証された排

出量をこちらの方の調整後排出係数に反映させる、これはその調整後排出係数ということ

に関しても、その制度の趣旨としてはより制度が普及するようにということで書かれてお

りますので、これでよろしいかとは思いますけれども、計算上の不整合については、関係

業界の方からもご懸念を示されていたところだというふうに私は理解をしておりますので、

生じないと断定してしまうのではなくて、今後ここについては精査の必要があるのではな

いかと。そのことを踏まえた上で今回は割り切りとして、このように扱う。特に有効数字

３けたで計算された範囲においては、現在の国内クレジット制度の規模におきましてはあ

まり影響を与えないと思いますので、これでよろしいと思いますけれども。発電した電力

を系統に流す方法論だけではなく、電力の消費量が上下し、その結果、間接的に実排出係

数に影響を与えるような事業については、同様の問題を生じる可能性があるということに

ついては、今後削減対策を考え、かつ、その排出係数に対してそれをどのように反映させ

ていくのかということを考える上では、一般的な問題として認識しておかなければいけな

いかと思いますので、そこについて認識の差異がないかどうか、国内クレジットのご担当

のほうから確認をいただけるとありがたいと存じます。長くなって恐縮です。 

○山地座長 

なるほど。いかがでしょうか。 

○黒田課長補佐 

こちらの記載のポイントとして、１つは直接的にその系統に逆潮流する部分が、どうい

った形でその環境の価値が分配するかというのは直接的な影響の部分。そこが記載されて

いると理解しております。 

 今おっしゃった評価上の問題というのは、最終的にどういった電気が使われるかという、

その需給のバランスのところで決まりますので、必ずしも火力が減るかどうかもわからな

いという状況だと思っています。ただその評価上のところで、その限界電源方式を利用し

て、そこの分のクレジットを使っているというところの部分については、今ご指摘のとお
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りでございまして、そこのところは細かな算定上のところをどこまで厳格化するかという

ところだと思っています。 

 もう１点、今、国内クレジット制度とＪ－ＶＥＲ制度のお話がございましたけれども、

今回の改正は、国内クレジット制度のみが認められるということではなくて、自家消費に

限っていない再生可能エネルギーとして、小水力発電の方法論がＪ－ＶＥＲ制度にはござ

いますけれども、それ以外のＪ－ＶＥＲ制度の方法論については認められるということで

ございます。そういった意味では直接的な影響があるような、つまり逆潮流の部分の問題

について、より厳格にどう考えるかというところと、一般的なこういったクレジット制度

での細かな算定上の話のところは、今回は切り分けた議論がされていると理解をしており

ます。 

○森口委員 

そのような理解で私も基本的には共通なのですが、これは１点お願いでございますけれ

ども、資料２の１２ページの今指摘したところなのですが、この資料が公表されるもので

あれば、「国内クレジット制度には生じない」とされているところについて、「直接的には

生じない」という表現に改めていただけるとありがたいと存じますがいかがでしょうか。 

○山地座長 

いかがでしょう。 

○田上課長補佐 

いろいろご指摘いただき、ありがとうございます。修正したいと思います。 

○山地座長 

はい、では工藤委員。 

○工藤委員 

ありがとうございます。今回私の理解では、電力の調整後排出係数への反映の仕方につ

いての考え方ということで理解していますので、最終的に事務局の方から提案された、系

統につながっていく部分についてはそのリスクがあるので、そこのところがはっきりする

まではとりあえずは対象から外しますというふうに理解しています。その方向については、

私自身も基本的に賛成ということです。 

 ただ、今ちょうどいろいろご指摘もあったところなのですが、今回初めてある意味「ダ

ブルカウントって一体何？」ということがいろいろな意味で指摘されているということだ

と思っています。というのは、温対法の報告書制度というのは、ある意味ある目標の義務
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制度に対する観念ではなくて、その排出量を報告する制度であるということ。そういう報

告制度の中で、ＣＥＲをはじめとするクレジットをどのように扱うかという話についての、

言ってみれば全体のいろいろな起こり得る可能性というものを、恐らくちゃんとこれから

イメージしておく必要があるのかなと思います。 

 今森口委員がおっしゃったように、ダブルカウントというのはもう尐しスコープを広げ

ますと、例えば実際に国内クレジット等でプロジェクトを実施した事業者が、温対法の報

告対象事業者だったとする場合どうなるのかとかですね、いろいろな可能性があると思っ

ています。カーボン・オフセットにＣＥＲとかを使っているものが、実際にこの報告制度

に使われるまでの過程について、ダブルカウントに当たらないようなルールが明確になっ

ているかどうか。もしくは実際の実績のみで報告する云々の可能性の中に、ＣＳＲ報告な

どがあって、プロジェクトを実施されている人が、実は実排出量をそのまま報告していな

いかどうかみたいなさまざまな可能性がある。今回ある意味このダブルカウントというも

のが、一体どういう形で運用されますかということについては、実際に国内クレジット制

度でもＪ－ＶＥＲでも、ダブルカウント防止条項というのが明確に記されてはいるのです

けれども、それぞれの異なった制度から１つの報告制度に今該当させようとしているもの

ですから、運用上これはダブルカウントじゃないのですねということを、具体的な可能性

も含めて、今後示してあげるということが制度上の混乱を避ける意味では大事かなと思い

ます。そういう意味では、先ほどの検討課題という中で、実際にどう算定しますかという

ことに加えて、こういうものの可能性がそれぞれの制度の中で、こういう場合にはダブル

カウントに明確に当たるのだというようなことを具体的に事業者等の方々に例示していろ

いろやっていくと。これはおそらく最終的には登録簿、インベントリーの管理の問題にな

ると思うのですけれども、そういったようなものをどのように、ある意味整備といいます

か、充実化させていくかということも１つの課題かなという気がしております。 

○山地座長 

一通りご意見いただきましたが、森口委員の言うこともよくわかるのですけれども、ち

ゃんと「直接的には」という解決策も提示していただいてどうもありがとうございます。 

 多分この制度の趣旨は、合理的なＣＯ２削減を促す、行動を促すような制度であるとい

うことの、その趣旨からいえば基本的な問題はないのだ。ただ、全体のアカウンティング

をする。日本国全体です。そのときにはダブルカウントを生じるおそれというのは実はあ

るわけですね。そこはしかしまた、恐らくこの温対法の排出報告制度で、日本全体のイン



 -13- 

ベントリーをレポートするというわけではございませんので、むしろ制度の趣旨に沿って

運用していけばと思う。そういうことで皆さん、委員、事務局案に先ほどの「直接的には」

という条件つきの修正を入れてご賛成と理解してよろしゅうございますでしょうか。 

○鶴田委員 

全般的な。 

○山地座長 

はい。 

○鶴田委員 

この委員会は５回目だそうですけれども。まず当初のころは京都メカニズムクレジット

について、いわゆる調整後排出係数というコンセプトもございませんでしたから、実排出

係数のみであって、京都メカニズムクレジットを実排出係数から控除するということの是

非をかなり議論して、そうすべきだというふうになってきて、そんな中で国内のクレジッ

トをどうするかという議論につながってきて、今日はそういう意味では、この２つのクレ

ジットについてきちんとした考え方が事務局から提案されて、そういう意味では、かなり

前に進んできたなという印象を持っております。 

 ただ、ダブルカウントの問題についてはかなり細かい議論でございますから、これにあ

まり長い時間を割くことがどの程度生産的な結論を得られるのかどうかよくわかりません

けれども、尐なくとも、京都メカニズムクレジットと国内のクレジットについてご提案さ

れたことは、私は非常に大きな前進だと思います。 

 ただ、ダブルカウントについて、やっぱりきっちり考えなければいけないと思いますけ

れども、これはやはりどなたかおっしゃっていましたが、例示をもう尐ししていただいて、

イメージしやすいような形で議論していただけたらいいなというのが私の率直な印象です。

以上です。 

○山地座長 

ありがとうございました。ほかに特にご意見ございますでしょうか。 

○島田委員 

細かい議論に入るのかもしれませんが、先ほど資料２の１１ページの技術的課題が存在

というところで、その技術的課題の内容として、Ａ電気事業者のクレジットを無効化する、

クレジットを見込んで、調整後排出係数とするタイミングと、それからＢの電気事業者が

電気を購入するタイミングがずれるのではないかというようなご説明でした。そのように
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時間的にずれることが、この制度上何か致命的な問題になるのかどうか、理解が進まない

ものですから、その点等を教えていただければと思います。 

○坪口課長補佐 

そういったところも含めて、議論が必要かと思っておりますが、基本的にはその同じ年

度内で調整をするということが制度の基本かなというふうに考えてございます。 

○山地座長 

技術的というのは、それ以外にもある。排出係数をＡとＢでどうとるかとかね。いろい

ろまた、排出係数の問題に入るとこれは片づかないというところも含めて技術的とおっし

ゃっているのだと私は理解しています。その中で一番わかりやすいのは時点のずれ。 

 何か、よろしいですか。特にいいですか、事務局。 

○田上課長補佐 

技術的というのは、今言いました時点の問題以外にも、例えば法技術的に、そもそもプ

ラスという概念があり得るのかどうかというところも含めて、今後精査をしていかないと

いけないのかなと思っています。 

○山地座長 

よろしいでしょうか。 

○島田委員 

はい、結構です。 

○山地座長 

それでは、先ほどの森口委員ご指摘の調整をして、事務局提案、委員会で納得されたと

いうことで。 

 あとテクニカルな細かい点で、さらに修正が要することになったらまた事務局側案から

私のほうと相談させていただきます。 

 

２．その他 

○山地座長 

 それでは、次資料３がございます。これは論点整理ということでございますが、今、昨

年から行われている太陽光の余剰買取制度に伴う調整後のＣＯ２排出係数の調整方法に関

する論点整理について。これは今後ほかの種類の再生可能エネルギー発電にも全量買取と

いう話もありますので、それも念頭にあると思いますが。まずは資料３のご説明をお願い
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いたします。 

○田上課長補佐 

資料３の「太陽光発電の余剰買取制度の導入に伴う排出係数の調整方法に関する論点

（案）」というのをご覧いただければと思います。 

 こちらの余剰電力買取制度というのは、昨年の１１月から開始されたところでございま

すが、一方で今、全量買取制度の導入に向けて検討をあわせて行っているところでござい

ます。 

 まず１ページをご覧いただければと思います。余剰電力買取制度に伴って発生する環境

価値につきましては、一般電気事業者と特定規模電気事業者、ＰＰＳの需要家との間で公

平に分配するということが求められているところでございます。こちらは電気事業分科会

の報告や、買取制度小委員会のほうでも検討、議論するということを記載されているとこ

ろでございます。 

 ２ページ目、余剰電力買取制度というのはどういうものかというところでございますが、

２１年の１１月からスタートしたものでございまして、もともと太陽光の買取制度という

のは、電力会社さんのほうで自主的に買い取りをされていたものでございますが、今回そ

の買取制度が導入されまして、余剰電力を１０年間固定で買うというような制度になって

おります。 

 買取価格の方は、毎年度見直しをするということになっておりまして、現在住宅用の太

陽光発電につきましてはアワー当たり４８円で買うということになっています。負担につ

きましては、電力の需要家全員で負担をするという全員参加型の制度になっております。 

 具体的に買取費用をどのように回収するかというところでございますが、３ページ目の

ほうですけれども、電力会社の供給区域ごとに、一般電気事業者とＰＰＳの需要家に対し

て一律に太陽光のサーチャージ単価を設定いたしまして、販売電力量に応じて負担をする

ということになっております。 

 ちょっと１ページ飛ばしますが、５ページ目のところに再生可能エネルギーの固定価格、

全量買取制度の大枠というところをちょっとご紹介させていただいております。今年の７

月に、再生可能エネルギーの全量買取制度に向けて、制度の大枠が発表されたところでご

ざいます。大枠のところは、買取対象をどうするのかとか、買取価格、買取期間の方をど

うするのかとか、費用負担とか、系統の安定化対策などについて規定されておりますが、

細かい制度設計のほうは、現在買取制度小委員会のほうで具体的な制度設計が行われてい
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るところでございまして、環境価値の取り扱いも今後どうするのかというのは、今後議論

のされていくところでございます。 

 したがって、ちょっとまた１ページ戻っていただきまして、そういった中で余剰電力買

取制度に伴って排出係数の調整についてどういった論点があるのかというところを事務局

なりに整理をさせていただいたのですが、大きく分けて３つあるのかなというふうに考え

ております。 

 まず、最初の論点といたしましては、余剰買取制度に伴って環境価値の公平分配のため

の排出係数の調整というのは、実でやるのか調整後でやるのか、どちらが適当なのかと。

ただし、排出係数の調整に当たりましては、負担に応じてすべての需要家に環境価値が公

平に分配されるようにするべきではないかと。もともとすべての需要家さんの方で電気の

使用量に応じて負担を、サーチャージという形で負担をする形になりますので、全ての需

要家に環境価値が公平に配分されるようにするべきではないかというふうに書かせていた

だきました。 

 論点２といたしましては、実排出係数で環境価値の公平配分を行うとした場合、どのよ

うな方法があり得るのかと。ちょっと事務局のほうでなかなか知恵が浮かばず、こういう

形にさせていただいましたが、仮に調整後排出係数において環境価値を公平分配するとい

うふうにした場合、実の排出量から環境価値を調整して算出するということでいいのか、

それともそれ以外の方法があり得るのかと。具体的には、調整後排出係数の方のそのクレ

ジット的な扱いにする方法がいいのか、それともそれ以外に何か別な方法が想定され得る

のかというところが論点の２番目です。 

 論点の３番目は、全量買取制度との整合性についてどういうふうに考えるのかというと

ころでございます。全量買取制度は今検討中でございますが、まだ不透明なところがある

中でどこまで決めるべきか、というところを論点として書かせていただきました。事務局

の方からは以上でございます。 

○山地座長 

ありがとうございます。事務局が整理した論点は今の４ページ目のところに書かれてあ

るわけでございますが、この議題についてはここで決着というわけじゃなくて、尐し頭の

中を整理しておこうということでございますので、それを念頭にご質問、コメント等をい

ただければと思います。いかがでしょうか。 

○工藤委員 
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コメントする前に１点確認というか質問させていただきたいのですけれども、その論点

１で書かれている、排出係数の調整に当たっては負担に応じて全需要家に環境価値が公平

に配分。このイメージが分かりづらいのですけれども、ここでいう全需要家というのは電

気の需要家。 

○田上課長補佐 

そういうことです。 

○工藤委員 

ということはここでおっしゃっているのは、それぞれの需要家が負担しているものによ

って生じた環境価値だよというふうに評価し、その人たちに何かしらの経済的メリットを

分担するとかそういうようなイメージなのですか。この排出係数の調整に基づいて。 

○田上課長補佐 

経済的なメリットかどうかはあれなのですけれども、それぞれの電気の需要家さんにと

って、自分のところで太陽光発電を入れたということで係数が尐し下がったとか、そうい

う恩典が何かできないのかというところでございまして、もともと個人の住宅の方には、

その報告の対象になっておりませんので、どういった環境価値の配分のやり方がいいのか

というのはちょっと非常に頭を抱えているのですが、係数で下がったというところは、一

番わかりやすいのかなと思っておりまして、例えばそれをよく電力さんのほうで、検針票

の裏なんかにある環境家計簿とかで掛け算して、ＣＯ２の数が減ったとか、そういうやり

方もあるのかなと思っております。 

○工藤委員 

コメントといいますか、あくまで私的なコメントなのですけれども、おそらく今は太陽

光、もしくは将来的にもしかしたら全量買取も含めて、どういう形でこのサーチャージの

調整が入るかにも依存するところではあると思っているのですが、今言ったような環境価

値をそれぞれ特定化して、その特定化されたものを需要家に何かしらの形で、ＣＯ２とい

いますか、環境価値でいろいろやろうとすると、結構大変な作業なり計算が発生するかと

思います。 

 一方で、結局これは再生可能エネルギーの導入促進策という観点に立てば、制度に伴っ

て購入している電気というのはある意味ゼロ・エミッションの電気だというふうにやりま

すと、最後のほうのページに書いてある分母のキロワットアワー、これは販売と系統に入

れている電気をイコール１にしていいかどうかは別問題としても、そこのところで分母を
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膨らませることで、係数そのものが改善されるというそういった絵姿になるので、私個人

としてはあくまでも再生可能エネルギー政策という観点と、実際のそういう計算上の煩雑

さということを考えれば、そういう手法も１つ考えられるのかなという気がいたします。 

○田上課長補佐 

私ども、今後その詳細を詰めていくに当たっては、そういった制度の、計算の簡便性と

いうところも大きな論点になるのかなと思っておりまして、あまりにも複雑な制度をつく

りますと、やはり係数を出される事業者さんのほうも大変ですし、確認する我々のほうも、

いろいろ事業者さんのほうに細かいところも確認をしていかないといけないというところ

もありますので、できるだけ簡便かつわかりやすい制度をつくっていきたいなというふう

に思っております。 

○山地座長 

ほかにはいかがでございましょう。はい、じゃあ代理でご出席ですが、電事連の方。 

○釜谷オブザーバー代理（小田） 

すいません、今工藤委員のほうから分母を膨らませるというお話があったのですけれど

も、我々その電気事業者としましては、販売電力量が変化するというのは非常に気持ち悪

いところがございまして、ただそう言っている一方で、全量買取の制度も見据えた中で、

なるべくその簡便な制度にしていただきたいという思いもありますので、そこは次回の検

討になるかもしれないですけれども、ちょっと委員の皆様方にはその分母をさわるべきか

どうかというところも含めて、よくご検討いただければありがたいなと思っております。 

○山地座長 

森口委員、どうぞ。 

○森口委員 

これも現時点では比較的細かい話なのですが、国内クレジット制度との整合性について

も念のために一応発言をさせていただきたいと思います。 

 国内クレジット制度の中でも、住宅用太陽光が方法論としてあり、バンドリングをする

ことによって、クレジット認証ができる仕組みになっていますので、現在は自家消費分だ

けでその余剰部分については適用しないと。そういう意味では、私は整合性がちゃんと図

られる制度設計になっているのだとは思うのですけれども、整合性をとるということにお

いてやはりかなり煩雑になってしまうかもしれない。さらに先ほど来出ておりますように、

全量買取ということになればまた国内クレジット制度側もいじらなきゃいけないというこ
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とで、いずれにしても今のところは、さまざまな方法を総動員して削減を図ろうというこ

とですので、そのことに異論を差し挟むつもりはないわけですが、いろいろな制度が提案

をされ、動いていく中で、全体としてやっぱり非常に煩雑になっている、理解しにくい。

関係者は理解しているのですけれども、先ほどの言葉もすぐには理解しにくいということ

も含めまして、かなり普通の常識的な理解を超えるところに、いろいろな制度が出来つつ

あるのではないかなというふうな気がいたします。やはり全体としてわかりやすくしない

と、ほんとうにどこでどれだけ削減されたのかというのが、つじつまが合わなくなるとき

が非常に心配でございますので、現状においてはこれでよろしいと思いますし、引き続き

検討を進めるということになるかと思いますが、そういう検討に割く間接的なコストもば

かにならないかと思いますので、ぜひ全体としてすっきりした制度を目指していただきた

いということをこの場をおかりして改めてお願いをしたいと思います。 

○山地座長 

鶴田委員、お願いします。 

○鶴田委員 

先ほど事務局がおっしゃった複雑ではなく、簡便な制度。一番大事なことですよね。僕

は制度を考える場合、シンプル・イズ・ベストだと思っていますから、単純であることが、

わかりやすいことが制度を設計する上で必要だと思いますから、おっしゃっていることは

大賛成です。 

 そういうことを考えてくると、論点１で実排出係数か調整後排出係数かという、どちら

が適当かという部分があったのですけれども、調整後排出係数というのは、京都メカニズ

ムクレジットかあるいは国内クレジットを控除して、ある意味では逆に事業者の方々に京

都メカニズムクレジットを活用しなさい、あるいは国内のクレジットを活用しなさいと。

それで全体の環境価値を、環境改善につながりましょうと。こういうことですよね。 

 ですから、それはそれとして非常にすっきりしているので、この調整後排出係数にまた

さらにこの余剰買取制度のやつを入れるとなると、ややこしくなるでしょう。むしろ先ほ

ど販売電力が増えることについてはあまりいい気持ちがしないとおっしゃっていましたけ

れども、単純に考えちゃうと、僕はこれは実排出係数でいいのだと思うのです。例えば二

酸化炭素排出量というのは、他の条件が変わらなければ、余剰買取を使っても変化がない

わけですよね。他の条件において変化がなければ。ただ、販売電力量が増えていくという、

その変化を通して実排出係数が低下していくというルート、メカニズムだと思うのですね。
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それが一番わかりやすいのだと僕は思うのです。調整後排出係数ですと、またここで京都

メカニズムクレジットプラス国内認証排出削減量プラス余剰買取削減と、こう、またくる

わけですよ。そうすると何かこの調整後排出係数の意味が薄れてくる可能性があるので、

むしろ実排出係数を活用して、販売電力量が増えることによって、その排出係数が低下し

ていくというルートで考えていけばいいのではないかなというふうに僕は思うのですけれ

どもいかがでしょうか。 

○山地座長 

多分今は、解決策は出さなくても、論点をまとめておけばいいとは思いますけれどもね。

ほかにいかがでございましょう。いろいろな手があるのですよね。つまり、この余剰買取

なり全量買取で買われたものの、キロワットアワーを各電力会社の販売電力量においてま

た再配分してしまって、それでその上で実排出量で計算してもいいわけです。そんなに手

間はかからないかもしれない。尐なくとも、今はしかし余剰買取が、この一般電気事業者

の供給別に負担しているので、これはちょっといやらしいですけれども、全国一律になる

とかなり楽な手が使えるのではないかなと私は思います。すいません、委員としての私の

コメントです。ほかに。 

○工藤委員 

先ほどご指摘の出た分母を増やすという話というのは、その増やすというのは意図的に

増やす云々ではなくて、あくまでも制度が入ったときに、必然的にリニューアブルの部分

が入ってくるという意味での増えるという意味であって、係数の計算上云々をいじるとい

う、そういう意図ではないということだけ。ちょうど今だから鶴田先生がおっしゃったよ

うに、実排出量に近いところで計算するというは多分もしかしたらシンプルなのかなとい

うのが、どちらかというと私の先ほど申し上げた意見になります。 

 あとは、結局はどういう形で、電力会社間で調整するかとか、先ほどのほかのクレジッ

ト制度との関係でどう評価するのかとか、その辺のやり方によってまた多分変わってきて

しまう世界だとは思っているので、あくまでも基本的な考え方としては、簡便方法として

はそういうやり方があるかなと。そういう意図で申し上げたということだけお伝えしてお

きたいと思います。 

○山地座長 

よろしいですかね。論点としてはだから、シンプルでわかりやすいものという論点もあ

るわけ。考慮事項としては。ほかには特に。あるいは今のご意見を聞いて事務局のほうか
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ら何かございますか。ご発言、ご希望。 

○田上課長補佐 

いただいたご意見を踏まえて事務局なりにまた整理をさせていただきまして、またちょ

っとご相談をさせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○山地座長 

それではこの資料３に関する議論はよろしいでしょうか。そうしますと資料４で今後の

スケジュールについて事務局から説明お願いいたします。 

○田上課長補佐 

資料４でございます。今後のスケジュールでございますが、本日いただいたコメントを

踏まえまして、必要な修正をさせていただきたいと思います。パブリックコメントのほう

に通達の方をかけさせていただきたいと思いますが、役所のちょっと手続上、どうしても

１２月６日からではないとかけられませんので、１２月６日をめどにパブリックコメント

のほうを１カ月間かけさせていただきまして、１月の中旪に第６回目の検討会の方を開催

させていただきたいと思います。そこでパブリックコメントの結果のご報告と、通達（案）

の取りまとめをさせていただきまして、１月の中旪から下旪で改正通達をセットさせてい

ただきたいと思っております。以上でございます。 

○山地座長 

通達（案）という、パブリックコメントにかける通達（案）というのはどれのことです

か。 

○田上課長補佐 

通達（案）は資料のこちらですね。「電気事業者ごとの実排出係数及び調整後排出係数の

算出及び公表について」というところと、あとその様式のほうでございます。別紙と様式

でございます。 

○山地座長 

必ずしもわかりやすいものとは思いませんが、ここの議論を踏まえれば理解が可能と思

います。そういう意味では、先ほどの森口委員のコメントで「直接的には」という資料の

修正はどういう扱いになるのですか。 

○田上課長補佐 

こちらの資料２のほうは、ホームページの方で公表いたしますので、こちらの方を修正

いたします。ただ、すいません、本当に事務的なことなのですが、パブリックコメントを
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いきなりもう明日からかけるというわけにはちょっと事務的にいかないものですから、そ

ちらのほうは。基本的には修正ないかと思っておりますが、このままかけさせていただい

て、いろいろな国民の方からコメントをいただきたいと思っております。 

○山地座長 

わかりました。ということですので、事務局が今申し上げたように、もう一度まだ尐し

時間があるということで、パブコメにかける資料については、尐しもう一度チェックをか

けるということですけれども。これに関する修正は座長一任ということでよろしゅうござ

いますか。 

（「はい」の声あり） 

○山地座長 

じゃあそういうことで。それからまた本日の資料、今言った修正のところも含めて、そ

れから議事内容については経済産業省と環境省のホームページで公表するということでご

ざいます。大体予定の時間でほぼ終わりそうなのですが、全体を通して何かございますで

しょうか。 

○島田委員 

こちらの検討会の守備範囲外の発言になるかもしれないのですが、電力分野でこういっ

たクレジットで調整して排出係数を下げ、インセンティブを与えていくという制度が進ん

できています。一方で、その他のエネルギー財やサービス、あるいは商品については、特

段そういった動きがないと理解しています。そこはどういう合理性があって、電力だけ突

出し、その他の財に関する検討があまり進まないのかという点を教えていただければあり

がたいと思います。 

○森口委員 

関連してよろしいでしょうか。 

○山地座長 

どうぞ。 

○森口委員 

関連して、島田委員が発言されましたので、予定の時間が来かけておりますが発言させ

ていただきますと、現在私も直接かかわっているのですが、サプライチェーンを通じた排

出量の算定、あるいはその削減に関する議論があり、あとは、いわゆるスコープ３の議論

があるかと思います。スコープ２とスコープ３の間ぐらいのところだと思うのですが、電
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力に関しては基本的に多分スコープ２の話だと思うのですけれども。 

 国内クレジット制度になりますと、あえて具体的なことを申し上げますが、排出係数問

題については、あるいは先ほどの限界電源の話については、電力とガスとをなるべく公平

に扱うということに随分配慮をしながら決めてきた経緯がございます。そういう意味でい

えば、例えばガス事業者さんがクレジットを調達された場合に、そのガスの排出係数に反

映できるのかどうかとか、さらに石油なんかについても同じようなことがあり得る。さら

にはエネルギー材以外についても同じようなことがあり得ると。そういうことでの島田委

員の問題提起ではないかと思います。 

 そういった他者からの財の調達にかかわる、それによって全体としての排出を下げてい

こうという、このこと自身、私はやっぱり非常に温暖化対策で重要ではないかと思います。

電気は特に重要性が高いということで、当初からこういう方法がとられているということ

で、それは割り切りとしてあると思うのですけれども、島田委員がおっしゃったような問

題意識は私も持っておりますので、この場ではないと思うのですが、しかるべき場でまた

ご検討いただければと思います。 

○山地座長 

発言された委員の方も自覚されているようですけれども、この検討会の場の責任ではな

いですけれども、せっかくですから両省から何か。あまり責任の取れない範囲でもちろん

結構なのですが、ご発言があれば。 

○高橋課長 

島田委員のご指摘に関しては、これは別に電力だけということではなくて、もともと算

定・報告・公表制度の中でさまざまな事業者が報告されるときに、調整後の排出量として

は、既に京都クレジット以外に、今日ご議論いただいた国内のオフセット・クレジットも

お使いになっていますから、その意味では電力事業者以外の方でもこれを使われるインセ

ンティブは算定・報告・公表制度の中では既にあるというふうにご理解いただけると思い

ます。 

○田上課長補佐 

関連業界を抱えておりますので、私の方からはちょっとコメントは控えさせていただき

たい。 

○吉川室長 

当省の担当の課もおりますので、これからまた当省の中でも問題意識を持って議論させ
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ていただきたいと思います。 

○山地座長 

それではよろしいですね。付録がちょっと付いたということですけれども、大体予定の

時間で、ほぼちょうどで終わることができました。どうもご協力ありがとうございました。 
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